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(57)【要約】
【課題】　事後的にパイプに取り付けて、パイプが土砂
で閉塞されることを確実に防止することができるパイプ
挿入具を提供する。
【解決手段】　パイプ挿入具１をパイプＰ内に挿入する
と、パイプＰ内で板バネ４が弾性変形して、フィルタ２
がパイプＰ内で固定される。また、このパイプ挿入具１
をパイプＰ内に挿入すると、フィルタ２の周縁部がパイ
プＰの内壁面と鍔部３１との間に挟まれ、フィルタ２に
よってパイプＰ内は塞がれる。そのため、このパイプ挿
入具１をパイプＰ内に取り付けると、フィルタ２とボデ
ィ部３の円筒内を通って、パイプＰ内を水分が通ること
は許容されるが、土砂が通過することを確実に防止する
ことができる。従って、このパイプ挿入具１を用いると
、事後的にパイプＰに取り付けて、パイプＰの水抜きの
機能を失わせることなく、パイプＰが土砂で閉塞される
ことを確実に防止することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
パイプ内に挿入して用いるパイプ挿入具であって、
　前記パイプを塞ぐことが可能な大きさに形成されたフィルタと、
　前記フィルタを前記パイプ内に挿入したときに折れ曲がる前記フィルタの周縁部を、前
記パイプの内壁面との間に挟み込む挟込部と、
　前記パイプ内に挿入すると前記パイプの内壁に当接して弾性変形し、この弾性変形に伴
う弾性力により前記フィルタを前記パイプ内で固定する固定部と
　を備えることを特徴とするパイプ挿入具。
【請求項２】
請求項１に記載のパイプ挿入具において、
　一枚の弾性変形可能な板の両側を折り曲げ、これら折り曲げられた一対の折曲部により
前記固定部を形成するとともに、
　前記各折曲部の間に形成された中央部、及び、この中央部側の前記折曲部の一部により
前記挟込部を形成することを特徴とするパイプ挿入具。
【請求項３】
請求項１に記載のパイプ挿入具において、
　前記パイプ内に挿入可能に形成され、前記パイプに挿入したとき前記パイプの内壁面に
対向する位置に前記挟込部が形成されたボディ部を備え、
　前記ボディ部のうち、前記パイプ内への挿入側にはフィルタが取り付けられ、非挿入側
には前記固定部が取り付けられていることを特徴とするパイプ挿入具。
【請求項４】
請求項３に記載のパイプ挿入具において、
　前記固定部は、
　　前記ボディ部を支点に遊端が弾性変形可能な複数の板バネ部からなることを特徴とす
るパイプ挿入具。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載のパイプ挿入具において、
　前記固定部には、
　　前記パイプに対する滑り留めを行う滑留部が形成されていることを特徴とするパイプ
挿入具。
【請求項６】
請求項５に記載のパイプ挿入具において、
　前記滑留部は、
　　前記パイプと接触する部分を角状に形成したものであることを特徴とするパイプ挿入
具。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載のパイプ挿入具において、
　前記パイプに挿入したとき、前記パイプの一方の側から流入し、前記フィルタを通過し
た水分を、前記パイプの他方の側に通過させる通水部を有することを特徴とするパイプ挿
入具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パイプ挿入具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　擁壁等には、擁壁の土中の水分を抜くための水抜きパイプが設けられている。
　しかし、この水抜きパイプ内を水が通過すると、土砂も一緒に流れ、時間が経過すると
、水抜きパイプが土砂で埋まってしまうことがある。
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【０００３】
　そのため、土砂によりパイプが閉塞することを防止するため、この水抜きパイプにはフ
ィルタが取り付けられている（特許文献１）。
　そして、この従来のフィルタは、擁壁を構成する土砂内に埋められる側のパイプの先端
に事前に取り付けられていた。
【特許文献１】実開平５－６４２２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、施工ミスによりフィルタを水抜きパイプに取り付けることが忘れられることが
考えられ、その場合、上述したフィルタをパイプに取り付けるには、擁壁を取り崩さなけ
ればならないが、このようなことは事実上不可能であった。
【０００５】
　そこで本発明では、上述した問題点を解決し、事後的にパイプに取り付けて、パイプが
土砂で閉塞されることを確実に防止することができるパイプ挿入具を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した問題を解決するためになされた発明である請求項１に記載のパイプ挿入具は、
　
　パイプ内に挿入して用いるパイプ挿入具であって、
　前記パイプを塞ぐことが可能な大きさに形成されたフィルタと、
　前記フィルタを前記パイプ内に挿入したときに折れ曲がる前記フィルタの周縁部を、前
記パイプの内壁面との間に挟み込む挟込部と、
　前記パイプ内に挿入すると前記パイプの内壁に当接して弾性変形し、この弾性変形に伴
う弾性力により前記フィルタを前記パイプ内で固定する固定部と
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　このパイプ挿入具をパイプ内に挿入すると、パイプ内で固定部が弾性変形して、フィル
タがパイプ内で固定される。また、このパイプ挿入具をパイプ内に挿入すると、フィルタ
の周縁部がパイプの内壁面と挟込部との間に挟まれ、フィルタによってパイプ内は塞がれ
る。
【０００８】
　そのため、本発明のパイプ挿入具をパイプ内に取り付けると、例えば、フェルト製のフ
ィルタのように、フィルタとして、水分等は通過させるが土砂については通過させないも
のを用いた場合、パイプ内を水分が通ることは許容されるが、土砂が通過することを確実
に防止することができる。
【０００９】
　従って、本発明のパイプ挿入具を用いると、事後的にパイプに取り付けて、パイプが土
砂で閉塞されることを確実に防止することができる。
　次に、請求項２に記載したように、パイプ挿入具は、一枚の弾性変形可能な板の両側を
折り曲げ、これら折り曲げられた一対の折曲部により固定部を形成するとともに、各折曲
部の間に形成された中央部、及び、この中央部側の折曲部の一部により挟込部を形成する
ものでもよい。
【００１０】
　このようにすると、一枚の板を折り曲げるだけの作業で固定部及び挟込部を形成できる
ので、パイプ挿入具を簡易に制作することができる。
　尚、フィルタは、中央部に貼り付けて固定してもよい。
【００１１】
　次に、請求項３に記載したように、パイプ挿入具は、パイプ内に挿入可能に形成され、
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パイプに挿入したときパイプの内壁面に対向する位置に挟込部が形成されたボディ部を備
え、ボディ部のうち、パイプ内への挿入側にはフィルタが取り付けられ、非挿入側には固
定部が取り付けられるように形成してもよい。
【００１２】
　このようにすると、挟込部が形成されたボディ部の両側にフィルタを固定部を取り付け
るだけの簡単な作業で、本発明のパイプ挿入具を作成することができる。
　ところで、固定部としては、鶴巻バネ等を用いたもののほか、様々なものが考えられる
が、固定部としてより好ましくは、請求項４に記載したように、ボディ部を支点に遊端が
弾性変形可能な複数の板バネ部を用いるとよい。
【００１３】
　また、フィルタをパイプ内で確実に固定するため、請求項５に記載したように、固定部
には、パイプに対する滑り留めを行う滑留部が形成されていることが好ましい。この滑留
部としては、具体的には、請求項６に記載したように、パイプと接触する部分を角状に形
成することが好ましい。
【００１４】
　尚、本発明のパイプ挿入具を、擁壁や用排水管路に設けた水抜きパイプ内に挿入して用
いるものである場合には、請求項７に記載したように、パイプに挿入したとき、パイプの
一方の側から流入し、フィルタを通過した水分を、パイプの他方の側に通過させる通水部
を有することが好ましい。このようにすると、フィルタを通して擁壁側からフィルタに達
した水が、この通水部を通して外部に排出されるので、このパイプ挿入具が挿入されたパ
イプを用いて、土砂に閉塞されることを防止しながら擁壁の水抜きを効率的に行うことが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明が適用された実施形態について図面を用いて説明する。
［第１実施形態］
１．全体構成
　ここで図１は、本実施形態のパイプ挿入具の斜視図で、（ａ）は正面側から、（ｂ）は
背面側から見た図である。
【００１６】
　以下では、擁壁等に設けられた円筒形状の水抜きパイプＰ（以下単に「パイプ」と呼ぶ
）に挿入して用いるパイプ挿入具１について説明する。
　このパイプ挿入具１は、図１に示すように、フィルタ２と、ボディ部３と、固定部４と
で構成されている。
【００１７】
　フィルタ２は、厚手のフェルト製のフィルタからなり、パイプＰの内径よりも径が大き
い円板形状に形成されている。
　ボディ部３は、パイプＰ内に挿入可能な大きさの略円筒状に形成されている。
【００１８】
　このボディ部３は、具体的には、円筒状に形成された円筒体部３０と、この円筒体部３
０の外周面上に形成された鍔部３１（本発明の挟込部に相当する）と、円筒体部３０の内
部に形成された梁部３２とからなる。
【００１９】
　このうち鍔部３１は、円筒体部３０の軸方向一端側の外周面上に、円筒体部３０の円周
方向に沿って形成されている。
　また、梁部３２は、円筒体部３０の円筒内に設けられ、円筒体部３０の一方の内壁面か
ら、円筒体部３０の中心軸を通って他方の内壁面まで延設されている。円筒体部３０はこ
の梁部３２を備えることにより、円筒形状が維持されるように補強されている。
【００２０】
　このように構成されたボディ部３に対し、フィルタ２は、鍔部３１が形成された側の円
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筒体部３０の側面に、フィルタ２及びボディ部３（円筒体部３０）の各中心軸が略一致す
るように、接着して固定されている。
【００２１】
　固定部４は、パイプＰの内径よりもやや長い２枚の長方形状に形成された板バネ４ａ、
４ｂを十字状に重ね合わせたもので、ボディ部３に対し、フィルタ２が取り付けられる側
とは反対側の側面に取り付けられる。
【００２２】
　具体的には、この固定部４は、板バネ４ａ、４ｂを円筒体部３０の径方向に沿って配置
するとともに、円筒体部３０の中心軸上で交差するように配置する。そして、板バネ４ａ
、４ｂが交差する部分にネジを通し、中心軸を通る梁部３２にネジ留めして固定される。
２．パイプ挿入具１のパイプＰ内への取付方法
　次に、上記のように構成されたパイプ挿入具１をパイプＰに取り付ける方法について説
明する。
【００２３】
　ここで図２は、擁壁の水抜きパイプＰ内に本実施形態のパイプ挿入具１を挿入した様子
を示す図で、パイプ挿入具１以外のものについては、パイプＰの中心軸を通る重力方向に
沿った断面図で示している。
【００２４】
　本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰ内に取り付けるには、図２に示すように、フィ
ルタ２が取り付けられた側から挿入する。このとき、フィルタ２の周辺部が、鍔部３１と
、パイプＰの内周面との間に挟まれるように挿入する。
【００２５】
　上述の全体構成の欄の説明では、フィルタ２の厚みについて特に言及しなかったが、本
実施形態では、この図２に示したように、鍔部３１とパイプＰの内壁面との間にフィルタ
２の周縁部が挟まったときに、鍔部３１とパイプＰとの間の隙間を埋めることが可能な厚
みで形成されたフィルタ２を用いる。このようなフィルタ２を用いると、パイプ挿入具１
をパイプＰ内に挿入したとき、パイプＰの内部を完全に塞ぎ、擁壁の土がパイプＰ内に侵
入することができるためである。
【００２６】
　また、本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰに取り付ける場合には、固定部４までパ
イプＰ内に完全に収まるように取り付ける。
　このようにパイプ挿入具１をパイプＰ内に挿入すると、固定部４を構成する板バネ４ａ
、４ｂがパイプＰの内径よりも長い形状に形成されているので、パイプＰ内に挿入される
ときに、ボディ部３側に向かって弓なりに弾性変形し、ボディ部３をパイプＰ内側（擁壁
の土側）に押し込む。また、このように弓なりに弾性変形することで、板バネ４ａ、４ｂ
が、パイプＰ内で固定され、パイプ挿入具１が押し出されることを防止する。
【００２７】
　また、このように板バネ４ａ、４ｂが弾性変形すると、板バネ４ａ、４ｂの角部がパイ
プＰに食い込み、パイプ挿入具１が擁壁の土に押されて外部に押し出されないように滑り
留めされる。
３．実施形態に係るパイプ挿入具１の特徴
　以上説明したパイプ挿入具１を用いると以下のような効果がある。
【００２８】
　本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰ内に挿入すると、パイプＰ内で板バネ４ａ、４
ｂが弾性変形して、フィルタ２がパイプＰ内で固定される。また、このパイプ挿入具１を
パイプＰ内に挿入すると、フィルタ２の周縁部がパイプＰの内壁面と鍔部３１との間に挟
まれ、フィルタ２によってパイプＰ内は塞がれる。
【００２９】
　そのため、本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰ内に取り付けると、フィルタ２とボ
ディ部３の円筒内を通って、パイプＰ内を水分が通ることは許容されるが、土砂が通過す
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ることを確実に防止することができる。
【００３０】
　従って、本実施形態のパイプ挿入具１を用いると、事後的にパイプＰに取り付けて、パ
イプＰの水抜きの機能を失わせることなく、パイプＰが土砂で閉塞されることを確実に防
止することができる。
４．実施形態と発明特定事項との対応関係
　本実施形態の鍔部３１は、本発明の挟込部に相当する。
【００３１】
　本実施形態の円筒体部３０の円筒の内部が、本発明の通水部に相当する。
　本実施形態の長方形状に形成された各板バネ４ａ、４ｂの角部分が、本発明の滑留部に
相当する。
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態について説明する。尚、第１実施形態と同一構成については同一の
符号を用いて説明する。
１．全体構成
　ここで図３は、本実施形態のパイプ挿入具１の説明図で、（ａ）は側面図、（ｂ）は背
面図である。
【００３２】
　本実施形態のパイプ挿入具１は、図３に示すように、フィルタ２と、本体５とで構成さ
れている。
　フィルタ２は、厚手のフェルト製のフィルタからなり、擁壁の水抜きパイプＰの内径よ
りも径が大きい円板形状に形成されている。
【００３３】
　本体５は、一枚の板の両端を折り曲げたもので、これら折り曲げられた部分を折曲部５
１，５２と呼び、中央部分を中央部５０と呼ぶ。
　この本体５の中央部５０に対し、折曲部５１，５２の折り曲げ方向とは反対側の面にフ
ィルタ２が接着して固定されている。
２．パイプ挿入具１のパイプＰ内への取付方法
　次に、上記のように構成されたパイプ挿入具１をパイプＰに取り付ける方法について説
明する。
【００３４】
　ここで図４は、擁壁の水抜きパイプＰ内に本実施形態のパイプ挿入具１を挿入した様子
を示す図で、パイプ挿入具１以外のものについては、パイプＰの中心軸を通る重力方向に
沿った断面図で示している。
【００３５】
　本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰ内に取り付けるには、図４に示すように、フィ
ルタ２側から挿入する。このとき、フィルタ２の周辺部が折れて、中央部５０及び中央部
５０よりの折曲部５１，５２と、パイプＰの内周面との間に挟まれるように挿入する。
【００３６】
　上述の全体構成の欄の説明では、フィルタ２の厚みについて特に言及しなかったが、本
実施形態では、この図４に示したように、フィルタ２としては、中央部５０及びこの中央
部５０よりの折曲部５１，５２とパイプＰとの間に挟まって、中央部５０及びこの中央部
５０よりの折曲部５１，５２とパイプＰとの間の隙間を埋めることが可能な厚みで形成さ
れたものを用いる。このようなフィルタ２を用いると、パイプ挿入具１をパイプＰ内に挿
入したとき、パイプＰの内部を完全に塞ぎ、擁壁の土がパイプＰ内に侵入することができ
るためである。
【００３７】
　また、本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰに取り付ける場合には、本体５の折曲部
５１，５２までパイプＰ内に完全に収まるように取り付ける。
　このようにパイプ挿入具１をパイプＰ内に挿入すると、本体５の折曲部５１，５２が弾
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性変形して、この弾性変形による弾性力により、パイプ挿入具１が押し出されないように
、パイプ挿入具１を固定する。
【００３８】
　また、このように折曲部５１，５２が弾性変形すると、折曲部５１，５２の角部がパイ
プＰに食い込み、パイプ挿入具１が擁壁の土に押されて外部に押し出されないように滑り
留めされる。
３．実施形態に係るパイプ挿入具１の特徴
　以上説明したパイプ挿入具１を用いると以下のような効果がある。
【００３９】
　本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰ内に挿入すると、パイプＰ内で折曲部５１，５
２が弾性変形して、フィルタ２がパイプＰ内で固定される。また、このパイプ挿入具１を
パイプＰ内に挿入すると、フィルタ２の周縁部がパイプＰの内壁面と中央部５０及び中央
部５０よりの折曲部５１，５２との間に挟まれ、フィルタ２によってパイプＰ内は塞がれ
る。
【００４０】
　そのため、本実施形態のパイプ挿入具１をパイプＰ内に取り付けると、中央部５０が貼
り付けられていないフィルタ２を通って、パイプＰ内を水分が通ることは許容されるが、
土砂が通過することを確実に防止することができる。
【００４１】
　従って、本実施形態のパイプ挿入具１を用いると、事後的にパイプＰに取り付けて、パ
イプＰの水抜きの機能を失わせることなく、パイプＰが土砂で閉塞されることを確実に防
止することができる。
４．実施形態と発明特定事項との対応関係
　本実施形態の折曲部５１，５２が、本発明の固定部に相当する。
【００４２】
　本実施形態の中央部５０及び中央部５０よりの折曲部５１，５２は、本発明の挟込部に
相当する。
　本実施形態の折曲部５１，５２の角部分が、本発明の滑留部に相当する。
（その他の実施形態）
　上記第１実施形態では、２枚の板バネ４ａ，４ｂを用いた固定部を備えているものにつ
いて説明したが、１枚あるいは３枚以上の板バネを用いて固定部を構成してもよいことは
もちろんである。
【００４３】
　また、本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく
、上述の実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本実施形態のパイプ挿入具の斜視図で、（ａ）は正面側から、（ｂ）は背面側か
ら見た図である。
【図２】擁壁の水抜きパイプ内に本実施形態のパイプ挿入具１を挿入した様子を示す図で
、パイプ挿入具１以外のものについては、パイプの中心軸を通る重力方向に沿った断面図
で示している。
【図３】本実施形態のパイプ挿入具１の説明図で、（ａ）は側面図、（ｂ）は背面図であ
る。
【図４】擁壁の水抜きパイプ内に本実施形態のパイプ挿入具１を挿入した様子を示す図で
、パイプ挿入具１以外のものについては、パイプの中心軸を通る重力方向に沿った断面図
で示している。
【符号の説明】
【００４５】
１…パイプ挿入具、２…フィルタ、３…ボディ部、４…固定部、４ａ、４ｂ…板バネ、５
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…本体、３０…円筒体部、３１…鍔部、３２…梁部、５０…中央部、５１…折曲部
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